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(57)【要約】
【課題】主に各種電子機器の操作に用いられるリモコン
送受信装置に関し、簡易な操作で、確実な遠隔操作が可
能なものを提供することを目的とする。
【解決手段】第一のリモコン送信機２６の操作手段２２
の所定の操作に応じて、第一のリモコン受信機３６や第
二のリモコン受信機４６、第二のリモコン送信機５６が
記憶した自らの操作コードを、第一のリモコン送信機２
６に送信することによって、操作キー２２Ａや２２Ｃと
いった少ない操作キーを押圧操作するだけで、第一のリ
モコン送信機２６のラーニングが行えるため、誤操作も
生じづらく簡易な操作で、確実な操作コードの記憶と、
この記憶した操作コードによる遠隔操作が可能なリモコ
ン送受信装置を得ることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
操作手段の操作に応じてリモコン信号を送信する第一のリモコン送信機と、自らの操作コ
ードを記憶し上記リモコン信号を受信するリモコン受信機からなり、上記第一のリモコン
送信機の所定の操作に応じて、上記リモコン受信機が自らの操作コードを上記第一のリモ
コン送信機に送信するリモコン送受信装置。
【請求項２】
第二のリモコン送信機を設けると共に、この第二のリモコン送信機の操作コードを、リモ
コン受信機を介して第一のリモコン送信機が受信する請求項１記載のリモコン送受信装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に各種電子機器の遠隔操作に用いられるリモコン送受信装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、テレビやビデオ、ディスクレコーダ等の各種電子機器の高機能化が進むなか、こ
れらを遠隔操作するリモコン送受信装置においても、所定の操作によってリモコン送信機
に様々な機器の操作コードを記憶させ、一つのリモコン送信機で異なる機器を遠隔操作す
ることが可能な、いわゆるラーニング機能を備えたリモコン送信機が多く用いられるよう
になっている。
【０００３】
　このような従来のリモコン送信機について、図７を用いて説明する。
【０００４】
　図７は従来のリモコン送信機の平面図であり、同図において、１は略箱状で絶縁樹脂製
のケースで、このケース１上面や側面には、下方にスイッチ接点が設けられた複数の操作
キー２Ａや２Ｂ等が上下動または摺動可能に突出して、操作手段２が形成されている。
【０００５】
　そして、ケース１内には上下面に複数の配線パターンが形成された配線基板（図示せず
）が収納され、この配線基板の上下面に実装された各種電子部品によって送信手段３や受
信手段４、制御手段５が各々形成されて、第一のリモコン送信機６が構成されている。
【０００６】
　また、７は第二のリモコン送信機で、第一のリモコン送信機６と同様に、ケース８上面
や側面に複数の操作キー９Ｂや９Ｃ等の操作手段９が設けられると共に、このケース８内
には各種電子部品によって送信手段１０や、例えばＡ社のテレビの操作コードを記憶した
制御手段１１が各々形成されている。
【０００７】
　以上の構成において、第一のリモコン送信機６の操作手段２のラーニング用の、例えば
操作キー２Ａを押圧操作した後、例えば再生用の「△」が表示された操作キー２Ｂを押圧
操作すると、これらの下方のスイッチ接点の電気的接離が行われ、これを制御手段５が検
出して、第一のリモコン送信機６が操作コードを記憶する状態となる。
【０００８】
　次に、第一のリモコン送信機６の操作キー２Ａを押圧操作したままで、これに対向させ
た第二のリモコン送信機７の「△」が表示された操作キー９Ｂを押圧操作すると、この下
方のスイッチ接点の電気的接離を制御手段１１が検出して、送信手段１０から再生用の操
作コードがリモコン信号として送信される。
【０００９】
　そして、これを第一のリモコン送信機６の受信手段４が受信すると共に、制御手段５が
この再生用の操作コードを、押圧操作したままの再生用の「△」が表示された操作キー２
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Ａに割り当てて記憶する。
【００１０】
　また、続いて、第一のリモコン送信機６の、例えば選局用の「１」が表示された操作キ
ー２Ｃを押圧操作し、このままで第二のリモコン送信機７の「１」が表示された操作キー
９Ｃを押圧操作すると、送信手段１０から選局「１」用の操作コードが送信される。
【００１１】
　そして、これを第一のリモコン送信機６が受信し、制御手段５がこの選局「１」用の操
作コードを、選局用の「１」が表示された操作キー２Ｃに割り当てて記憶する。
【００１２】
　さらに、この後、第一のリモコン送信機６の各々の操作キー２を押圧操作した状態で、
第二のリモコン送信機７の各々の操作キー９を順次押圧操作してリモコン信号を送信する
ことによって、これらの各操作コードが第一のリモコン送信機６の制御手段５に記憶され
る。
【００１３】
　そして、この第一のリモコン送信機６をＡ社のテレビに向け、例えば操作キー２Ｃを押
圧操作すると、この下方のスイッチ接点の電気的接離を制御手段５が検出して、送信手段
３から選局用の操作コードがリモコン信号として送信され、例えばテレビのチャンネルが
「１」に切り換わる。
【００１４】
　つまり、Ａ社のテレビの操作コードを記憶した第二のリモコン送信機７を、第一のリモ
コン送信機６に対向させて配置し、各々の操作キー２と９の押圧操作を交互に順次行うこ
とによって、第一のリモコン送信機６がＡ社のテレビを遠隔操作することが可能な状態、
すなわちラーニングされた状態となるように構成されているものであった。
【００１５】
　なお、この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、例えば、特許文献１が知
られている。
【特許文献１】特開２００３－１７４６８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、上記従来のリモコン送信機においては、ラーニングさせたい第一のリモ
コン送信機６と、所定の操作コードを記憶した第二のリモコン送信機７の、各々の操作キ
ー２と９を交互に順次押圧操作してラーニングを行っているため、操作が煩雑で手間がか
かると共に、操作キーの押し間違い等の誤操作も起こし易いという課題があった。
【００１７】
　本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、簡易な操作で、確実な遠隔操
作が可能なリモコン送受信装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記目的を達成するために本発明は、以下の構成を有するものである。
【００１９】
　本発明の請求項１に記載の発明は、第一のリモコン送信機の操作手段の所定の操作に応
じて、リモコン受信機が記憶した自らの操作コードを、第一のリモコン送信機に送信する
ようにしてリモコン送受信装置を構成したものであり、第一のリモコン送信機の所定の操
作によって、リモコン受信機から操作コードを受信して記憶を行うことができるため、誤
操作も生じづらく簡易な操作で、確実な操作コードの記憶と、この記憶した操作コードに
よる遠隔操作が可能なリモコン送受信装置を得ることができるという作用を有する。
【００２０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の発明において、第二のリモコン送信機を設け
ると共に、この第二のリモコン送信機の操作コードを、リモコン受信機を介して第一のリ
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モコン送信機が受信するものであり、リモコン受信機が記憶した操作コードに加え、第二
のリモコン送信機の操作コードも簡易な操作で、ラーニングを行うことができるという作
用を有する。
【発明の効果】
【００２１】
　以上のように本発明によれば、簡易な操作で、確実な遠隔操作が可能なリモコン送受信
装置を実現できるという有利な効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について、主に電波方式のものを例に図１～図６を用いて説
明する。
【００２３】
　（実施の形態１）
　実施の形態１を用いて、本発明の特に請求項１記載の発明について説明する。
【００２４】
　図１は本発明の第１の実施の形態によるリモコン送受信装置のブロック回路図、図２は
同模式図であり、同図において、２１は略箱状でポリスチレンやＡＢＳ等の絶縁樹脂製の
ケースで、このケース２１上面や側面には、下方にスイッチ接点が設けられたゴムや絶縁
樹脂製の複数の操作キー２２Ａや２２Ｂ等が、上下動可能に突出して操作手段２２が形成
されている。
【００２５】
　そして、ケース２１内には上下面に銅箔等によって複数の配線パターンが形成された、
紙フェノールやガラス入りエポキシ等の配線基板（図示せず）が収納されると共に、この
配線基板の上下面に実装されたアンテナ等によって送信手段２３や受信手段２４、マイコ
ン等の電子部品によって制御手段２５が、各々形成されて、第一のリモコン送信機２６が
構成されている。
【００２６】
　また、３０はテレビ等の電子機器で、この前面には液晶表示素子やブラウン管等の表示
手段３１が設けられると共に、後方にスイッチ接点が形成された複数の操作手段３２、ア
ンテナ等の送信手段３３や受信手段３４、マイコン等の制御手段３５から形成された、第
一のリモコン受信機３６が収納されている。
【００２７】
　さらに、４０はビデオやディスクレコーダ等の電子機器で、この前面にはテープやディ
スク等を収納する駆動手段４１が設けられると共に、電子機器３０と同様に、複数の操作
手段４２や送信手段４３、受信手段４４、制御手段４５から形成された第二のリモコン受
信機４６が収納され、これら第一のリモコン送信機２６と第一のリモコン受信機３６、あ
るいは第二のリモコン受信機４６によって、リモコン送受信装置が構成されている。
【００２８】
　なお、このように離れた位置や家具等の遮蔽物があった場合でも遠隔操作が可能なよう
に、電波を用いて遠隔操作を行うリモコン送受信装置の場合、赤外線方式のもの等に比べ
通信範囲が広いため、室内に置かれた他の機器、あるいは他の部屋の機器にまで電波が届
き、意図しない機器まで誤って操作されてしまう場合がある。
【００２９】
　このため、使用前に操作手段２２や３２、４２の所定の操作を行い、所定の認証コード
等を設定して、第一のリモコン送信機２６と第一のリモコン受信機３６、あるいは第二の
リモコン受信機４６のみが、各々一組のペアとして操作可能となる設定、いわゆるペアリ
ングを行った後に、通常の遠隔操作が行われるようになっている。
【００３０】
　つまり、以上の構成において、第一のリモコン受信機３６のペアリング用の、例えば操
作キー３２Ａを押圧操作した後、第一のリモコン送信機２６のペアリング用の、例えば操
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作キー２２Ａを押圧操作すると、これらの下方のスイッチ接点の電気的接離が行われ、こ
れを制御手段３５や２５が検出して、図３（ａ）の信号構成図に示すような、第一のリモ
コン受信機３６との間で設定されているペアリングコードＬ１が、第一のリモコン送信機
２６の送信手段２３から電波として送信される。
【００３１】
　そして、これを第一のリモコン受信機３６の受信手段３４が受信すると共に、制御手段
３５がこのリモコン信号のペアリングコードＬ１が設定されたものと同一であるか否かを
判定し、一致した場合には、図３（ｂ）に示すような、認証コードＭ１の後に、記憶した
自らの操作コードの全てと複数の操作キー２２への割り当てを示すキーアドレスマップＮ
１が付加されたリモコン信号を、送信手段３３から送信する。
【００３２】
　さらに、このリモコン信号を第一のリモコン送信機２６の受信手段２４が受信し、制御
手段２５がこの認証コードＭ１とキーアドレスマップＮ１を記憶することによって、第一
のリモコン送信機２６と第一のリモコン受信機３６のペアリングが終了する。
【００３３】
　つまり、第一のリモコン送信機２６と第一のリモコン受信機３６が、各々一組のペアと
して操作可能となる認証コードＭ１の設定、すなわちペアリングと、第一のリモコン送信
機２６がテレビ等の電子機器３０を遠隔操作するための操作コードの記憶、すなわちラー
ニングが同時に行われるように構成されている。
【００３４】
　また、このようにペアリングとラーニングが行われた第一のリモコン送信機２６を、電
子機器３０に向け、例えば選局用の「１」が表示された操作キー２２Ｂを押圧操作すると
、この下方のスイッチ接点の電気的接離を制御手段２５が検出して、図３（ｃ）に示すよ
うな、記憶した認証コードＭ１の後に、記憶したキーアドレスマップＮ１から選択した、
選局「１」用の操作コードＮ２が付加されたリモコン信号を送信手段２３から送信する。
【００３５】
　そして、これを第一のリモコン受信機３６の受信手段３４が受信すると共に、制御手段
３５がこのリモコン信号の認証コードＭ１が設定されたものと同一であるか否かを判定し
、一致した場合には、操作コードＮ２に応じた電子機器３０の操作、例えばテレビに表示
された表示手段３１の画面の、チャンネル「１」への切り換えが行われる。
【００３６】
　なお、この時、受信した認証コードＭ１が設定されたものと異なる場合には、制御手段
３５がペアリングされたものとは別のリモコン送信機からのリモコン信号であると判定し
、操作コードＮ２に応じた選局の切り換え等の遠隔操作は行われないようになっている。
【００３７】
　また、この第一のリモコン送信機２６と第二のリモコン受信機４６のペアリングとラー
ニングを行う場合には、先ず、第二のリモコン受信機４６のペアリング用の操作キー４２
Ａを押圧操作した後、第一のリモコン送信機２６のラーニング用の操作キー２２Ｃとペア
リング用の操作キー２２Ａを押圧操作すると、上記の場合と同様に、ペアリングコードが
送信手段２３から電波として送信される。
【００３８】
　そして、これを第二のリモコン受信機４６の受信手段４４が受信すると共に、制御手段
４５がこのペアリングコードを判定し、一致した場合には、図４（ａ）の信号構成図に示
すような、電子機器３０とは異なる認証コードＭ２の後に、記憶した自らの操作コードの
全てと複数の操作キー２２への割り当てを示すキーアドレスマップＮ３が付加されたリモ
コン信号を、送信手段４３から送信する。
【００３９】
　さらに、このリモコン信号を第一のリモコン送信機２６の受信手段２４が受信し、制御
手段２５がこの認証コードＭ２とキーアドレスマップＮ３を記憶することによって、第一
のリモコン送信機２６と第二のリモコン受信機４６のペアリングが終了する。
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【００４０】
　つまり、この場合にも、第一のリモコン送信機２６と第二のリモコン受信機４６が各々
一組のペアとして操作可能となるペアリングと、第一のリモコン送信機２６がビデオやデ
ィスクレコーダ等の電子機器４０を遠隔操作するためのラーニングが、同時に行われるよ
うに構成されている。
【００４１】
　また、このようにペアリングとラーニングが行われた第一のリモコン送信機２６を、電
子機器４０に向け、ラーニング用の操作キー２２Ｃを押圧操作した後、例えば再生用の「
△」が表示された操作キー２２Ｄを押圧操作すると、図４（ｂ）に示すような、認証コー
ドＭ２の後に、キーアドレスマップＮ３から選択した、再生用の操作コードＮ４が付加さ
れたリモコン信号が送信手段２３から送信される。
【００４２】
　そして、これを第二のリモコン受信機４６の受信手段４４が受信し、制御手段４５が認
証コードＭ２を判定して、一致した場合には、操作コードＮ４に応じた電子機器４０の操
作、例えばビデオやディスクレコーダの駆動手段４１が駆動して、テープやディスク等の
再生が行われる。
【００４３】
　つまり、第一のリモコン送信機２６の操作キー２２Ａや２２Ｃといった、一つか二つの
操作キーを押圧操作して、第一のリモコン受信機３６や第二のリモコン受信機４６と送受
信を行うことで、これらとのペアリングを行うと共に、この時、同時にこれらが記憶した
操作コードを制御手段２５が記憶することによって、第一のリモコン送信機２６へのラー
ニングが行われるように構成されている。
【００４４】
　すなわち、操作キーの押し間違い等の誤操作も生じづらく、簡易な操作で第一のリモコ
ン送信機２６のラーニングが可能になると共に、このラーニングされた第一のリモコン送
信機２６によって、電子機器３０や４０の確実な遠隔操作が行えるようになっている。
【００４５】
　このように本実施の形態によれば、第一のリモコン送信機２６の操作手段２２の所定の
操作に応じて、第一のリモコン受信機３６や第二のリモコン受信機４６が記憶した自らの
操作コードを、第一のリモコン送信機２６に送信することによって、操作キー２２Ａや２
２Ｃといった少ない操作キーを押圧操作するだけで、第一のリモコン送信機２６へのラー
ニングが行えるため、誤操作も生じづらく簡易な操作で、確実な操作コードの記憶と、こ
の記憶した操作コードによる遠隔操作が可能なリモコン送受信装置を得ることができるも
のである。
【００４６】
　（実施の形態２）
　実施の形態２を用いて、本発明の特に請求項２記載の発明について説明する。
【００４７】
　なお、実施の形態１の構成と同一構成の部分には同一符号を付して、詳細な説明を省略
する。
【００４８】
　図５は本発明の第２の実施の形態によるリモコン送受信装置の模式図であり、同図にお
いて、第一のリモコン送信機２６に操作手段２２や送信手段２３、受信手段２４、制御手
段２５が形成されていることや、操作手段３２や送信手段３３、受信手段３４、制御手段
３５が形成された第一のリモコン受信機３６が、表示手段３１が設けられたテレビ等の電
子機器３０に収納されていることは、実施の形態１の場合と同様である。
【００４９】
　また、５６は第二のリモコン送信機で、第一のリモコン送信機２６と同様に、ケース５
１の上面や側面に操作手段５２が形成されると共に、ケース５１内にはアンテナ等によっ
て送信手段５３や受信手段５４、マイコン等の電子部品によって制御手段５５が、各々形
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成されている。
【００５０】
　そして、この第二のリモコン送信機５６の制御手段５５には、例えばＡ社のテレビであ
る電子機器３０とは別の、例えばＢ社のテレビの操作コードが記憶され、この第二のリモ
コン送信機５６と第一のリモコン送信機２６、第一のリモコン受信機３６によって、リモ
コン送受信装置が構成されている。
【００５１】
　なお、このような第一のリモコン送信機２６や第二のリモコン送信機５６と第一のリモ
コン受信機３６が、使用前に操作手段２２や５２、３２の所定の操作によって各々ペアリ
ングされることは、実施の形態１の場合と同様であるため説明を省略し、以下、第一のリ
モコン送信機２６へのラーニングについて説明する。
【００５２】
　以上の構成において、第二のリモコン送信機５６の所定の操作コードを第一のリモコン
送信機２６に記憶させる場合、先ず、第一のリモコン送信機２６のセット用の、例えば操
作キー２２Ｅを所定時間、例えば２秒間押圧操作すると、この下方のスイッチ接点の電気
的接離が行われ、これを制御手段２５が検出してセットモードとなる。
【００５３】
　次に、ラーニング用の操作キー２２Ｆを押圧操作してから、操作コードを割り当てたい
操作キー、例えば選局用の「１」～「９」が表示された操作キー２２を順番に押圧操作し
た後、再び操作キー２２Ｅを押圧操作すると、これを制御手段２５が検出して、図６（ａ
）の信号構成図に示すような、第一のリモコン受信機３６との間で設定された認証コード
Ｍ１の後に、セットコードＰ１が付加されたリモコン信号が、送信手段２３から電波とし
て送信される。
【００５４】
　そして、これを第一のリモコン受信機３６の受信手段３４が受信すると共に、制御手段
３５がこのリモコン信号の認証コードＭ１が設定されたものと同一であるか否かを判定し
、一致した場合には、制御手段３５がセットモードとなる。
【００５５】
　また、この後、第二のリモコン送信機５６の、第一のリモコン送信機２６に記憶させた
い操作キー、例えば選局用の「１」～「９」が表示された操作キー５２を順番に押圧操作
すると、この下方のスイッチ接点の電気的接離が行われ、これを制御手段５５が検出して
、図６（ｂ）に示すような、認証コードＭ１の後に操作コードＮ５が付加されたリモコン
信号が、送信手段５３から送信される。
【００５６】
　そして、これを第一のリモコン受信機３６の受信手段３４が受信した後、制御手段３５
がこのリモコン信号を送信手段３３から送信し、これを第一のリモコン送信機２６の受信
手段２４が受信すると共に、制御手段２５がこの操作コードを「１」～「９」の操作キー
２２に割り当てて記憶することによって、第二のリモコン送信機５６から第一のリモコン
送信機２６への、操作コードのラーニングが終了する。
【００５７】
　つまり、第一のリモコン送信機２６の所定の操作キー２２の操作によって、第一のリモ
コン受信機３６をセットモードに設定すると共に、第二のリモコン送信機５６から所定の
操作コードを第一のリモコン受信機３６へ送信し、これを第一のリモコン受信機３６を介
して、第一のリモコン送信機２６が受信し記憶することによって、第一のリモコン受信機
３６が記憶した操作コードに加え、第二のリモコン送信機５６の操作コードも、第一のリ
モコン送信機２６にラーニングできるように構成されている。
【００５８】
　すなわち、実施の形態１の場合と同様にして、操作手段２２の所定の操作によってＡ社
のテレビである電子機器３０と、ペアリングとラーニングを同時に行った後、第二のリモ
コン送信機５６からＢ社のテレビの操作コードを、第一のリモコン受信機３６を介してラ
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ーニングさせることによって、第一のリモコン送信機２６一つで、２社のテレビの遠隔操
作を行うことが可能なようになっている。
【００５９】
　なお、以上のように複数の機器の操作コードを記憶した第一のリモコン送信機２６の、
所定の操作コードを削除したい場合には、先ず、例えばラーニング用の操作キー２２Ｆを
押圧操作して、削除したい操作コードを選択した後、削除用の操作キー２２Ｇを所定時間
、例えば５秒間押圧操作すると、これらの下方のスイッチ接点の電気的接離を制御手段２
５が検出して、例えば操作キー２２Ｆに割り当てられたＢ社のテレビの操作コードが削除
される。
【００６０】
　つまり、第一のリモコン送信機２６の操作手段２２の所定の操作によって、記憶した所
定の操作コードを削除することができるため、制御手段２５の記憶容量をそれ程大きなも
のとする必要はなくなり、比較的安価なマイコンで制御手段２５を形成することができる
。
【００６１】
　なお、以上の説明では、第二のリモコン送信機５６の所定の操作コード、例えば選局用
の「１」～「９」を第一のリモコン送信機２６にラーニングさせる構成について説明した
が、実施の形態１の場合と同様に、操作コードの全てと複数の操作キー２２への割り当て
を一括して第二のリモコン送信機５６から送信し、これを第一のリモコン受信機３６を介
して、第一のリモコン送信機２６が受信し記憶するようにしてもよい。
【００６２】
　このように本実施の形態によれば、第二のリモコン送信機５６を設けると共に、この第
二のリモコン送信機５６の操作コードを、第一のリモコン受信機３６を介して第一のリモ
コン送信機２６が受信することによって、第一のリモコン受信機３６が記憶した操作コー
ドに加え、第二のリモコン送信機５６の操作コードも簡易な操作でラーニングを行うこと
ができるため、確実な操作コードの記憶と、この記憶した操作コードによる遠隔操作が可
能なリモコン送受信装置を得ることができるものである。
【００６３】
　なお、以上の説明では、構成を判り易くするために、認証コードＭ１やＭ２と操作コー
ドＮ１～Ｎ５、あるいはペアリングコードＬ１やセットコードＰ１というように、リモコ
ン信号として一つまたは二つのコードが、第一のリモコン送信機２６や第二のリモコン送
信機５６と、第一のリモコン受信機３６や第二のリモコン受信機４６の間で送受信される
構成として説明したが、実際にはこれらに機器やモデル毎に決められたヘッダコード等の
、様々なコードが付加されたリモコン信号を用いて、一般的には送受信が行われている。
【００６４】
　また、以上の説明では、主に電波を用いて送受信を行う構成のリモコン送受信装置につ
いて説明したが、アンテナに代えて、発光ダイオードや受光素子等によって送信手段２３
や受信手段２４等を形成し、赤外線をリモコン信号として用いる構成のものとしても、本
発明の実施は可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明によるリモコン送受信装置は、簡易な操作で、確実な遠隔操作が可能なものが得
られ、主に各種電子機器の遠隔操作用として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるリモコン送受信装置のブロック回路図
【図２】同模式図
【図３】同信号構成図
【図４】同信号構成図
【図５】本発明の第２の実施の形態によるリモコン送受信装置の模式図
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【図６】同信号構成図
【図７】従来のリモコン送信機の平面図
【符号の説明】
【００６７】
　２１　ケース
　２２　操作手段
　２２Ａ、２２Ｂ、２２Ｃ、２２Ｄ、２２Ｅ、２２Ｆ、２２Ｇ　操作キー
　２３　送信手段
　２４　受信手段
　２５　制御手段
　２６　第一のリモコン送信機
　３０　電子機器
　３１　表示手段
　３２　操作手段
　３２Ａ　操作キー
　３３　送信手段
　３４　受信手段
　３５　制御手段
　３６　第一のリモコン受信機
　４０　電子機器
　４１　駆動手段
　４２　操作手段
　４２Ａ　操作キー
　４３　送信手段
　４４　受信手段
　４５　制御手段
　４６　第二のリモコン受信機
　５１　ケース
　５２　操作手段
　５３　送信手段
　５４　受信手段
　５５　制御手段
　５６　第二のリモコン送信機
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